
 

1 

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
号 

 

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
相
互
承

認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
八
年
経
済

産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
表
示
の
方
式
） 

第
二
十
六
条 

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。 

（
表
示
の
方
式
） 

第
二
十
六
条 

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。 
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一 

自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
回
送
自
動
車
（
以
下
単
に
「
回
送
自
動
車
」
と
い
う

。
）
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
固
定
さ
れ
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お

そ
れ
の
な
い
様
式
第
一
に
定
め
る
容
器
証
票
を
容
器
の

外
面
の
見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

二 

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ

る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
二
に
定
め
る
車
載
容
器
一
覧

証
票
を
車
両
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と

。 
一 

自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
回
送
自
動
車
（
以
下
単
に
「
回
送
自
動
車
」
と
い
う

。
）
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ

れ
の
な
い
様
式
第
一
に
定
め
る
容
器
証
票
を
容
器
の
外

面
の
見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

二 

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る

お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
二
に
定
め
る
車
載
容
器
一
覧
証

票
を
車
両
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

 



 

- 3 - 

三 

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮

水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は

が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る
車
載
容
器

総
括
証
票
（
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸

省
令
第
七
号
）
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運

送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を

受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有

効
期
間
の
満
了
す
る
日
を
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て

三 

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動

車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水

素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が

れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る
車
載
容
器
総

括
証
票
（
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省

令
第
七
号
）
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
交

付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道
路
運
送

車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受

け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
有
効

期
間
の
満
了
す
る
日
を
確
認
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
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は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告

示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）

様
式
第
３
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
）
を
燃
料
充

塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

四 

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ

ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る

お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
四
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証

票
（
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は

道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ

、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示

（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
様

式
第
３
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
）
を
燃
料
充
塡

口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

四 

自
動
車
に
装
置
し
た
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お

そ
れ
の
な
い
様
式
第
四
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票

（
自
動
車
登
録
規
則
第
六
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
交
付
を
受
け
た
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
又
は
道

路
運
送
車
両
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交

付
を
受
け
た
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
に
記
載
さ
れ
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れ
た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
を
確
認
で
き
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定

め
る
告
示
様
式
第
３
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
）

を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

五 

回
送
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
自
動
車
の
外
部
か
ら
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

イ
～
ト 

（
略
） 

 

た
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
を
確
認
で
き
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め

る
告
示
様
式
第
３
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
）
を

燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。 

五 

回
送
自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
当
該
自
動
車
の
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇

所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

イ
～
ト 

（
略
） 

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
外
観
検
査
） 

第
四
十
二
条 

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
外
観
検
査
） 

第
四
十
二
条 

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
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行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
が
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動

車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
漏
え
い
試
験
） 

第
四
十
三
条 

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
が
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
漏
え
い
試
験
） 

第
四
十
三
条 

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
を
自
動

車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 
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一
～
三 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

（
継
目
な
し
容
器
の
外
観
検
査
） 

第
四
十
五
条 

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
が
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
継
目
な
し
容
器
の
外
観
検
査
） 

第
四
十
五
条 

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動

車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

（
継
目
な
し
容
器
の
漏
え
い
試
験
） 

第
四
十
六
条 

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

（
継
目
な
し
容
器
の
漏
え
い
試
験
） 

第
四
十
六
条 

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
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て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
が
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
を
自
動

車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
の
外
観
検
査
） 

第
四
十
八
条 

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
が
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
の
外
観
検
査
） 

第
四
十
八
条 

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動

車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
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の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
の
漏
え
い
試
験
） 

第
四
十
九
条 

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
が
自
動

車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
の
漏
え
い
試
験
） 

第
四
十
九
条 

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
を
自
動

車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 
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（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
の
断
熱
性
能
試
験
・
保
冷
性
能
試
験
） 

第
五
十
条 

容
器
の
断
熱
性
能
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
容
器
は
、
修
理
又
は
調
整

し
て
再
び
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 ２ 

容
器
の
保
冷
性
能
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に

（
国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

器
の
断
熱
性
能
試
験
） 

第
五
十
条 

容
器
の
断
熱
性
能
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

試
験
に
適
合
し
な
か
っ
た
容
器
は
、
断
熱
装
置
を
修

理
又
は
改
造
し
て
再
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

（
新
設
） 
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「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
は
、
試
験
時
に
外
槽
表
面
が

露
出
さ
れ
て
お
り
、
水
平
に
固
定
さ
れ
る
容
器
に
限
る
。

な
お
、
試
験
は
、
容
器
が
自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
の

状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

試
験
に
用
い
る
ガ
ス
は
、
液
化
天
然
ガ
ス
と
す
る
。 

二 

容
器
の
外
槽
表
面
と
の
表
面
温
度
の
比
較
を
行
う
際

の
基
準
と
な
る
片
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
片

」
と
い
う
。
）
及
び
基
準
片
の
表
面
温
度
測
定
点
並
び

に
容
器
の
外
槽
表
面
温
度
測
定
点
は
、
次
に
定
め
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 
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イ 

基
準
片
及
び
基
準
片
の
表
面
温
度
測
定
点
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

（
イ
） 
基
準
片
の
材
質
は
、
オ
ー
ス
テ
ナ
イ
ト
系

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
と
し
、
表
面
は
無
塗
装
と
す
る
。 

（
ロ
） 

基
準
片
の
寸
法
は
、
縦
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
、
横
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
三
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
程
度
と
す
る
。 

（
ハ
） 

基
準
片
は
、
そ
の
表
面
温
度
測
定
点
が
容

器
の
外
槽
表
面
温
度
測
定
点
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
以

内
か
つ
同
じ
高
さ
と
な
る
よ
う
設
置
す
る
。 

（
ニ
） 

基
準
片
の
表
面
温
度
測
定
点
は
、
板
幅
の
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中
央
部
と
す
る
。 

ロ 
容
器
の
外
槽
表
面
温
度
測
定
点
は
、
次
の
と
お
り 

と
す
る
。 

（
イ
） 

容
器
の
長
手
方
向
の
測
定
箇
所
は
、
容
器

の
中
央
部
付
近
と
す
る
。
た
だ
し
、
容
器
の
中
央

部
付
近
に
容
器
を
車
載
す
る
た
め
の
バ
ン
ド
が
あ

る
場
合
は
、
当
該
バ
ン
ド
と
隣
接
す
る
バ
ン
ド
間

の
中
央
部
付
近
と
す
る
。 

（
ロ
） 

容
器
の
円
周
方
向
の
測
定
箇
所
は
、
容
器

の
車
載
状
態
に
お
け
る
容
器
断
面
の
最
下
部
か
ら

円
周
方
向
四
十
五
度
以
内
の
位
置
と
す
る
。 
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ハ 

温
度
測
定
に
放
射
温
度
計
を
用
い
る
場
合
は
、
容

器
の
外
槽
表
面
温
度
測
定
点
及
び
基
準
片
の
表
面
温

度
測
定
点
へ
同
一
の
黒
色
テ
ー
プ
を
容
器
及
び
基
準

片
の
静
置
前
に
貼
り
付
け
、
そ
の
表
面
を
測
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

三 

試
験
は
、
容
器
に
試
験
に
用
い
る
ガ
ス
を
充
塡
し
、

八
時
間
以
上
経
過
し
た
後
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

、
容
器
の
外
槽
の
表
面
温
度
及
び
基
準
片
の
表
面
温
度

を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

イ 

試
験
は
、
当
該
容
器
（
容
器
が
自
動
車
に
固
定
さ

れ
た
ま
ま
の
状
態
で
試
験
を
行
う
場
合
は
当
該
自
動
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車
）
及
び
基
準
片
を
二
時
間
以
上
静
置
し
た
後
に
行

う
こ
と
。 

ロ 

試
験
時
に
お
け
る
試
験
に
用
い
る
ガ
ス
の
充
塡
量

は
、
液
化
ガ
ス
の
容
積
が
容
器
の
内
容
積
の
三
分
の

一
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

試
験
の
た
め
の
温
度
測
定
は
、
容
器
に
直
射
日
光

等
の
輻
射
熱
が
当
た
る
こ
と
を
避
け
、
ほ
ぼ
無
風
の

状
態
で
行
う
こ
と
。 

ニ 

同
一
の
温
度
計
に
よ
り
、
容
器
の
外
槽
表
面
温
度

測
定
点
及
び
基
準
片
の
表
面
温
度
測
定
点
の
表
面
温

度
を
測
定
し
、
温
度
差
を
記
録
す
る
こ
と
。 
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ホ 

ニ
の
操
作
を
五
回
繰
り
返
し
、
記
録
し
た
五
回
の

温
度
差
の
中
央
値
を
試
験
結
果
と
す
る
こ
と
。 

四 

測
定
し
た
容
器
の
外
槽
の
表
面
温
度
と
基
準
片
の
表

面
温
度
の
温
度
差
が
六
度
未
満
で
あ
る
と
き
、
合
格
と

す
る
。 

五 

試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
容
器
は
、
修
理
又
は
調
整

し
て
再
び
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

   

  

 

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
の
基
準
） 

第
五
十
一
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第

二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
の
基
準
） 

第
五
十
一
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第

二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
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各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 
（
略
） 

二 

自
動
車
に
固
定
さ
れ
て
い
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ

た
車
台
番
号
は
、
当
該
容
器
が
現
に
固
定
さ
れ
て
い

る
車
台
番
号
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

容
器
は
、
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証

票
に
記
載
さ
れ
た
車
台
番
号
と
異
な
る
車
台
番
号
の

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

イ 

容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ

た
車
台
番
号
は
、
当
該
容
器
が
現
に
装
置
さ
れ
て
い

る
車
台
番
号
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

容
器
は
、
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証

票
に
記
載
さ
れ
た
車
台
番
号
と
異
な
る
車
台
番
号
の

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。 
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三 

自
動
車
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
容
器
に
あ
っ
て
は
、

自
動
車
に
固
定
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

 

三 

自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
容
器
に
あ
っ
て
は
、

自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

 

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
の
基
準
） 

第
五
十
五
条 

規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
附
属
品
の

規
格
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
当

該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
た
容
器
が
固
定
さ
れ
た
自
動
車

に
貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載
さ
れ

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
の
基
準
） 

第
五
十
五
条 

規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
附
属
品
の

規
格
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
当

該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
た
容
器
を
装
置
し
た
自
動
車
に

貼
付
さ
れ
て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載
さ
れ
た



 

- 19 - 

た
容
器
の
製
造
番
号
と
異
な
る
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

 

容
器
の
製
造
番
号
と
異
な
る
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と

が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

（
検
査
設
備
の
基
準
） 

第
五
十
六
条 

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

（
検
査
設
備
の
基
準
） 

第
五
十
六
条 

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
基
準
（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 
漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
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の
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
メ
タ
ン
ガ
ス
の
濃
度
が

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス

検
知
器 

ホ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

の
と
す
る
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

国
際
相
互
承
認
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
、
メ
タ
ン
ガ
ス
の
濃
度
が

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス

検
知
器
及
び
断
熱
性
能
試
験
の
た
め
の
設
備 

ホ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

第
五
十
九
条 

規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大

（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

第
五
十
九
条 

規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
大
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臣
が
定
め
る
方
式
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す

い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
刻
印
を
す
る
方
式
と
す

る
。 

一
～
十
九 

（
略
） 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
登
録
容
器
製
造

業
者
は
、
規
則
第
六
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定

め
る
事
項
、
協
定
規
則
第
百
十
号
附
則3

A
の1

1
.

に
定

め
る
事
項
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
並
び
に
協
定
規
則
第
百
十

号
附
則3

B

の5
.

に
定
め
る
事
項
（
国
際
相
互
承
認
液
化

臣
が
定
め
る
方
式
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す

い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。 

 

一
～
十
九 

（
略
） 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
登
録
容
器
製
造

業
者
は
、
規
則
第
六
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定

め
る
事
項
、
協
定
規
則
第
百
十
号
附
則3

A

の1
1
.

に
定

め
る
事
項
（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃

料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
並
び
に
協
定
規
則
第
百
十

号
附
則3

B

の5
.

に
定
め
る
事
項
（
国
際
相
互
承
認
液
化
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天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
刻
印
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

 

 

天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
限
る
。
）
を
刻

印
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

第
六
十
条 

規
則
第
五
十
九
条
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
方
式
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所

に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
刻
印
を
す
る
方
式
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
） 

第
六
十
条 

規
則
第
五
十
九
条
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

る
方
式
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所

に
、
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

附 

則 



 

23 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


